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平成２８年 第８回会議録 

１．開会日時 平成２８年７月１日（金） 午後１時３０分 

２．場 所 峰行政サービスセンター２階第４会議室 

３．出席委員 吉野委員、前野委員、佐伯委員、一宮委員 

４．出 席 者 
永留教育長、須川教育部長、松本次長兼総務課長、平山学校教育課長、

平江生涯学習課長、小島文化財課長 

５．会議書記 犬束総務課課長補佐 

６．閉会日時 平成２８年７月１日（金） 午後３時３分 

７．議 事 

 日程第 １ 

 日程第 ２ 

 日程第 ３ 

 日程第 ４ 

 

日程第 ５ 

 

日程第 ６ 

 

会議録署名委員の指名 

会期日程の決定 

教育長諸報告 

議案第25号 専決処分の承認を求めることについて 

（財産取得契約の締結について） 

報告第６号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 

その他 
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永留教育長  ただ今から、平成２８年第８回対馬市教育委員会会議を開会いたし

ます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則等により進め

たいと思います。 

 では、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。今回の会議

録署名委員は、吉野委員さん及び前野委員さんを指名します。よろし

くお願いします。 

 続きまして、日程第２「会期日程の決定」でありますが、お諮りし

ます。本会議の会期は本日、一日にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

  「はい、異議なし」の声 

永留教育長  「異議なし」のようです。 

 したがって、会期は、本日、７月１日の一日といたします。会議運

営につきまして、御協力方お願いいたします。 

 次に、日程第３「教育長諸報告」を行います。 

 資料の２ページをお願いします。 

 ２日に、新任校長校訪問ということで、大船越中学校を訪問いたし

ました。 

 ３日が、同じく新任校長校訪問で、豆酘小学校と大調小学校を訪問

しております。 

 ５日の日に、いづはら診療所の開所式に参加をいたしました。 

 ６日の月曜日、何も書いておりませんけれども、この日に、市教委

と、こども未来課の話し合いを行いました。その中で、比田勝認定こ

ども園の業務分担について話し合いを行っております。 

 ７日、午前中、定例教頭会に参加をしまして、午後から清水山城跡

現地確認を行いました。部長と参加をしております。 

 ８日の日は、比田勝こども園の現地確認を行いました。 

 それから、１０日の日は、部長会議に参加をしております。 

 １１日が、対馬市スポーツ推進委員研修会、上対馬で行われました

ので、これに参加をしました。 

 それから、１２日に、対馬市中学校体育大会陸上競技大会に参加を

して、当初は、１２・１３日の予定でしたけれども、雨天によるグラ

ウンドコンディション不良のため延期になって、１５日に２日目が行

われております。 
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 １３日に、市議会の一般質問すり合わせを市長部局と行っておりま

す。 

 １４日から市議会が始まりまして、１４日は全体会ということで、

主に補正予算の提案がありました。教育委員会関係では、峰陸上競技

場及びＩＣＴ教育関係で質疑があっております。 

 １６日は、鶏鳴幼稚園の経営訪問に行きました。 

 １７日が、市議会で会派代表質問ということで、教育委員会関係で

は、清水山城の保存関係、それから、小茂田浜にあります佐須体育館

の取り壊しについての質問があっております。 

 それから、２０日と２１日が、同じく市議会定例会で一般質問があ

りました。教育委員会にも質問がありまして、統合の基本的な計画で

あるとか、それから廃校になった子どもたちのケアの問題についての

質問、それからもう一点は、学力問題と幼少期から行う教育の必要性

についての質問がありました。 

 それから、２２日に、新任校長校訪問で、南小学校に終日、訪問を

しております。 

 ２３日は、午前中に校長会が来庁し、それから午後から対馬市社会

教育委員会に出ております。 

 ２４日が、市議会定例会最終日で全体会がありました。午後から部

長会議に出席をしております。 

 ２７日が、特別支援教育連携協議会実務者会議に出席をしておりま

す。 

 そして、２８日と２９日は、目標管理当初面談ということで、２８

日は美津島、２９日は峰で行われました。校長面談を終日行っており

ます。 

 それから３０日に、対馬市高校魅力化推進懇話会がありましたの

で、これに参加をしております。 

 ３０日と１日に辞令交付を行っております。教育委員会関係で２名

の異動があっておりますので、２名にそれぞれ辞令を交付いたしまし

た。 

 以上で、教育長の諸報告を終わります。 

 報告事項について、何か質疑等がありましたら、「その他」の項で

お受けをしたいと思います。 

 続きまして、日程第４、議案第２５号「専決処分の承認を求めるこ

とについて」を議題とします。 

 事務局から提案理由の説明をお願いします。 
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松本次長  議案第２５号「専決処分の承認を求めることについて」説明をいた

します。 

 対馬市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

これを報告し、教育委員会の承認を求めるものです。 

 提案理由を説明いたします。専決第１号、財産取得契約の締結につ

いてでございますが、大船越スクールバスの購入契約の締結に当た

り、２,０００万以上の財産契約については、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は財産処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決が必要なことから、対馬市議会に提案する必要がありまし

た。 

 大船越スクールバス購入にあたりまして、入札が５月３１日にされ

まして、仮契約の締結が６月１日でございましたので、６月１日に開

催されました教育委員会におきまして、口頭では報告させていただい

ておりましたが、改めまして、議会への提出議案につきまして専決処

分を求めるものでございます。 

 議会提出議案につきましては５ページに、締結内容につきましては

６ページに記載しておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

永留教育長  はい、説明が終わりましたので、審議方、よろしくお願いします。質

疑等はありませんでしょうか。 

吉野委員  これ６０人乗りですが、利用区間はどこからどこまでになります

か。大船越中学校と小学校について、校区内、全部１台でするわけで

すか。 

須川部長  区間については犬吠から大船越小学校と中学校になります。１台

で、まずは最初、犬吠から大船越小中学校まで行きまして、もう一回、

往復して、２回目で緒方から大船越小中学校に行って、２往復してお

ります。 

吉野委員 朝の便は、１便だけですか。 

須川部長  １便です。 

吉野委員  帰りは２便にしてあるんですか。 

須川部長  ３便あります。 

最初に、往路が、犬吠、緒方、大船越ですね。そして折り返して、女

護島、万関、久須保、大船越というふうになります。それで、帰りが、

大船越を１５時３０分が１便、２便が１６時で、３便が中学生用になっ
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ておりますが、１８時です。 

永留教育長  ほかにありませんか。 

 ほかには質疑等ないようですから、これから議案第２５号を採決し

ます。 

 お諮りします。議案第２５号「専決処分の承認を求めることについ

て」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  「異議なし」の声 

永留教育長  「異議なし」と認めます。よって、議案第２５号は、原案のとお

り承認されました。 

 続きまして、日程第５、報告第６号「要保護及び準要保護児童生徒

の認定について」の報告を行います。 

平山課長  それでは報告いたします。 

 「要保護及び準要保護児童生徒の認定について」でございます。 

 経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒について、対

馬市就学援助事務取扱要綱の規定により、要保護及び準要保護児童

生徒として認定したので、別紙のとおり報告をいたします。 

 ９ページをごらんください。 

 前回まで準要保護については２９名でした。今回、新規の申請は

あっておりませんので、そのままです。 

 それから、要保護についても、前回までに１名、認定をしており

ますけれども、追加の申請はあっておりませんので、小学校につい

ては、前回と同じく、総数が１９５名となっております。 

 右側、中学校についてです。中学校は、前回６名でしたけれども、

新規申請が２名ありまして、２名が追加をされております。それか

ら、要保護については、前回まで４名でしたけれども、今回、新規

申請はありませんので、結果的に準要保護が２名ふえまして、総数

１４２名となっております。 

平山課長  ただいまの報告に加えて、前回、質問を受けていた事項がありま

したので、加えて説明を続けたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

永留教育長  はい。 

平山課長  準要保護の規定が、どうやって決められているかという御質問を

いただきました。確認をいたしましたので報告します。 

 まず、その生活状況について、世帯の確認をしていくわけですけ

ども、まず第１点、食費です。食費を年齢の区分によって、１人当



- 6 - 
 

たりいくらという年間金額を算定しております。 

 それから２点目に、光熱費、衣服費、雑費ということで、これら

３つのものをまとめて、１年間の基準額というものを、世帯数で基

準を出しています。 

 次に、３つ目として、教育にかかる費用ということで、教育扶助

ということで、小学校１人当たりいくら、中学校１人当たりいくら

というふうな算定基準額がございます。 

 それから４つ目です。住宅扶助というのがあります。これも、月

額の上限を４万２,０００円という金額で、１２カ月という形での算

定基準が出ております。 

 プラス、子どもが何人いるかということで、加算額というのがあ

りまして、例えば、３５歳の夫、３４歳の妻、小学生が２人プラス

乳児が１人いるというような５人世帯であれば、これらの計算をし

ますと、年間の基準額が３５０万３,５５０円というふうになりま

す。 

 この算定額に基づきまして、この基準額に満たない世帯であると

いう場合、あるいは、超えているけども非常に近いという場合には

協議をし、準要保護という認定を出しているということを御報告を

しておきたいと思います。 

 以上でございます。 

永留教育長  はい、報告が終わりましたが、この件に関して質疑等はごさいま

せんでしょうか。 

一宮委員  前回、質問をいたしましたけども、丁寧にお答えいただいて、わ

かりやすい説明をありがとうございました。お礼を申し上げます。 

永留教育長  じゃあ、ほかに質疑等ないようですから、報告第６号「要保護及び

準要保護児童生徒の認定について」の報告は終了いたします。 

 続きまして、これから日程第６、「その他」の事項に移ります。 

 事務局から、何か「その他」の事項でございませんでしょうか。 

須川部長  それでは、私のほうから、組織改正に伴う人事異動が、７月１日

付であっておりますので、紹介をさせていただきたいと思います。 

 教育委員会関係だけになりますけども、まず初めに、学校教育課

の米田里美係長が市長部局の中対馬振興部住民生活課へ異動になっ

ております。 

 それと、美津島地区生涯学習センターの松島哲也係長が、同じく

市長部局の福祉保険部の保護課のほうになっております。その２人

の方のかわりに、今度、教育委員会へ、市長部局の美津島行政サー
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ビスセンターから、梅野秀樹課長補佐が、学校教育課に異動になっ

ております。それともう１人、同じく市長部局の福祉部保護課から、

黒岩公人係長が、美津島地区生涯学習センターに異動になっており

ます。 

永留教育長  ほかにありませんでしょうか。 

平山課長  市議会議員の皆様から、教育委員会のほうに、対馬市のＩＣＴの

整備計画をどのように考えているかという説明を求められておりま

す。 

 お手元に、対馬市学校情報化推進計画という資料をお配りしてお

ります。 

 これを議員のほうにお渡ししていいかどうかということを決定い

ただきたいと思います。 

 内容について少し説明をさせていただきます。 

 めくっていただいて、皆様も御存じのとおり、情報通信機器の進

歩が目まぐるしく進展していく中、学校教育においても、これらを

活用し、わかりやすい授業をすることはもちろんですけれども、学

力の向上でありますとか、こういった機器の社会の中の情報化、社

会の中で適応できる児童生徒を育むという視点から、この推進計画

を立てております。 

 計画期間としては、２８年度から３２年度まででございます。 

 基本的な考え方ということで、そこに基本方針を１から６まで、

載せております。 

 基本方針の１としましては、教科指導におけるＩＣＴ機器の活用

と体系的な情報教育の推進ということで、さまざまな授業の中で活

用し、よりわかる授業、授業改善に図っていこうというのが、１点

目でございます。 

 それから、基本方針の２としまして、校務の情報化の推進という

ことで、それぞれの学校の教職員の事務負担の軽減につなげるため

に、こうした情報機器を活用していくという目的があります。 

 ３点目です。特別支援教育における情報化の推進ということで、

さまざまな課題を抱えている子どもたちでありますので、個々の実

態に応じた学習指導を見る際に、こうした機器をうまく活用します

と、少ない人数でも、個々に応じた指導ができるということで、基

本方針３に上げております。 

 基本方針の４としましては、こうしたＩＣＴ環境を学校で整備す

ることによって、児童・教員が、安全な使い方をすることを学ぶ場
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として、これを使っていくこととしております。 

 それから５番目としまして、教育の情報化を推進できる人材とい

うことで、特に教職員、これら機器をうまく使いこなし、子どもた

ちに指導ができるようにするという目的を上げております。 

 最後に、基本方針の６としまして、教育の情報化を支える体制の

充実ということで、内容的に、教育内容の充実につなげるために、

こういった機器類の活用をしていきたいというものでございます。 

 大きな４番目で、ＩＣＴの環境ということで、ＩＣＴ機器という

のはどういうものかといいますと、まず、分類として、教育指導用

としましては、電子黒板と言われるもの、テレビのちょっと大型の

ものだと思ってください。あるいは実物投影機、手元にある資料が、

テレビとかで大きく見ることができると。デジタルテレビ、教育用

パソコン、それからデジタル教科書というのは、教科書の内容がパ

ソコンで、テレビ等を使って、教材文とか教材資料とか、そういっ

たものが、テレビでぼんぼんと大きく見せることができると、そう

いったものです。あるいは、子どもの進度に応じて、次々に問題を

先に進めていったりするときに、このデジタル教科書であれば、そ

の子のスピードに応じた問題を選択して先に進むというようなこと

などが、可能となっています。こういったものを整備していきたい

ということ。 

 それから、校務用としましては、校務支援システムというのがあ

りますので、児童の出席でありますとか、出欠関係とか、指導要録、

あるいは通常、行っている学業の成績等をつくる際に、このシステ

ムを使いますと、短い時間で多くの成績管理をできるということで、

活用を行います。 

 その他校務用パソコンということで、先生方が、日常、業務で必

要な処理をするためのパソコンを配置するというふうにしておりま

す。 

 これらには、一番最後にネットワークと書いてありますけれども、

校内でのネットワークが不可欠ということになりますし、インター

ネット等、通常に学校以外でもつながるネットワークを組むことが

求められています。 

 ４ページをごらんください。 

 ６番になりますけれども、第２期教育振興基本計画で、これらの

水準を達してほしいということが示されています。 

 そのＩＣＴ環境の整備目標として、上から４行目ぐらいから書か
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れてありますけれども、教育用コンピューター１台当たりの児童生

徒数を３.６人、校務用コンピューター教員１人１台、それから、超

高速インターネット接続率及び無線ＬＡＮの整備率を１００％、そ

れから電子黒板・実物投影機の１学級当たり１台といった指標が、

ここで示されておりますので、今後、対馬市としても、この基準に

見合うように整備を進めていくという考え方でおります。 

 ５ページ、一番最後の一番下の文書になりますけども、この教育

委員会においては、計画の進捗状況を定期的に確認をしたり、外部

環境の変化を加味した評価等を定期的に行っていく必要があろうか

と思っております。 

 ６ページ、７ページは、機器についての説明ですので、省略させ

ていただいて、８ページをごらんください。 

 導入の今のところのおおよその見込みです。平成２８年度、今年

度につきましては、議会の予算承認がつきましたので、研究指定校

２校を示しております。 

 学校は豆酘小学校と今里小学校です。いずれも複式学級を抱えて

おりますので、２学年１学級で勉強している環境の中で、より子ど

もたちの学びが深まるように、いかにこのＩＣＴを使っていけばい

いかということが、研究のメインとなっていきます。 

 それから、実物投影機について、既に活用している学校が多いわ

けですけれども、未整備の学校については、今後、整備をしていき

たいと思います。 

 高速無線ＬＡＮについては、さくさくインターネットがつながる

ということですけれども、３０年度までにその環境を整えていくと

いうことを考えております。 

 それから、タブレットＰＣですね、手元でノートのように使える

パソコンですけれども、今回、指定を受けました今里小と豆酘小に

は、８台ずつ入りますが、その他の学校については、機種選定をし

た後、平成３０年度以降、随時、導入していくという計画になって

おります。 

 デジタル教科書は、その１年後からということで考えております。 

 先生方のパソコンについては、随分、年数が来ているということ

で、入れかえが必要ということで、２９年度から一斉導入、総務課

が中心になろうかと思いますけど、考えてくださっているというふ

うになっております。 

 一番最後、８ページに載せておりますけれども、昨年度も、東部
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中学校で、こうしたタブレットを使った授業等をしていきましたけ

れども、結果的には、やはり教職員の意識変化、それから児童の学

力向上につながっているという成果が出ておりますので、この整備

について、市教委としても前向きに進めてまいりたいと思います。 

 この資料について、議員さんのほうに、配布してよろしいか許可

を求めたいと思います。 

永留教育長  ただいま説明をいただきましたけれども、この学校情報化推進計

画について、何か質疑はございませんでしょうか。 

吉野委員  豆酘小、今里小の指定についてですが、今里小は、二、三年前に

パナソニック財団から支援を受けて、機器はそろってるんじゃない

ですか。 

平山課長  台数としては、そんなにないと思います。 

吉野委員  ここで気になるのが、今タブレットを持っているのに、またここに

８台もそろえるということは、耐用年数はそんなに短いもんなんです

か。 
平山課長 そういう機器は次々にスピードとかも上がっていきますし、容量と

いって、いろんなウンロードした資料を保存しておく容量も、年々よ

くなっていっていますので、今回、使うパソコン、タブレットのほう

が、前回より優秀な機器になります。 

吉野委員  二、三年前に、今里小は、そういう指導を受けた経験があるのに、

もう一度、また今里小ということになるので、ほかの学校にしたほ

うがいいと思ったものですから。 
平山課長  これは、全ての学校に指定の希望をとりまして、全ての学校に希

望はないかということでとらしていただいています。 

 その中で、結果的にいうと、今里小だけが手を挙げて、自分たち

の実績もあるので、さらに高めたいという状況でした。 

 あと１校、どうしても、こちらとしても研究を進めたいというこ

とで、豆酘小学校のほうに声かけをして、ぜひ学力向上につなげて

ほしいという依頼をしております。 

吉野委員  そういう状況なんでしょうけど、今里小が重複するような感じだ

ったから、ちょっと質問をしました。 

平山課長  また、職員が入れかわっておりますので、前回の成果をさらに上

げて、全体に広めたいという気持ちを持っていただいております。 

佐伯委員  いつも、情報関係になると、私、後ろ向きな発言が多くて申しわ

けありません。 
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 先般、佐賀の教育委員会の発表がありましたとおり、どうしても、

情報機器については、情報漏えいの危険性が常につきまとうものな

んですけれども、この計画の中では、導入はあるんですけれども、

そのセキュリティー面に関する記述が、余りちょっと見られないと

いうのが、すごく不安を覚えました。 

 セキュリティーといっても、そのパソコン単体とか、ネットワー

クだけに限られたものではなくて、できれば教職員、子どもたちの

基本的な使い方、人の動きまでを含めた評価を一度、どこかで専門

家に見ていただく等の対策をしておかなければ、今後、弱いところ

から情報が漏えいしていくという、世の中になってきておりますの

で、対馬市が、そういうふうなことにならないか、子どもたちの大

切な情報を守っていくためにも、もしよろしければ、予算建てはな

いと思うんですけれども、そういったところも要望としてお願いし

ておきます。 

平山課長  既に、学校のほうは、コンピューター関係は使用しておりますの

で、対馬市のほうもモラルについて、あるいはその使用の規定につ

いては、きちんとしたものをつくっております。 

 ただ、確かに、だんだんこれが進んできまして、この間も、１７

歳が侵入してというような時代になってきましたので、その情報の漏

えい対策については、レベルも上げるように、今後もまた総務課と

も相談しながら、この件については検討を加えていきたいと思いま

す。 

一宮委員  すみません。先ほど吉野委員の質問にまた続くということになる

とは思うんですけれども、私も、これを見たときには、電子黒板が

豆酘小と今里小の２校ということで、理由は複式というで、そのあ

たりということでお聞きしてわかりましたけども、中学校はなぜな

いのかなというふうに思っていたら、先ほど全ての学校に希望をと

ったら、手を挙げたのが、今里小だけだったということですね。 

 ということなんですけれども、現場は、そういうふうに希望がな

かったということは、もう一つ疑問なのは、ＩＣＴの推進のモデル

校になった東部中から、手がどうして挙がらなかったのかなという

のが、一つ大きな疑問ですね。 

 それと、現場で、そういうふうに、このＩＣＴ教育を推進してい

く部分での教育効果を本当に図ろうという意識があるのかどうか、

そのあたりも含めて、ちょっと質問をしたいなと思いますけど。 

 といいますのは、もう一点は、伏線といたしまして、教師自身も、
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実際、コミュニケーション能力という点では、最近、非常に薄い教

員もふえておりますし、まして今度は、対馬市は小規模校が多い。

その中で、中・高・大と進んでいく中で、非常にコミュニケーショ

ン能力の低い子どもたちが、最近、ふえているんじゃないかなと思

います。 

 そのあたりの人としてのコミュニケーション能力の育成と、この

ＩＣＴを推進していく部分のそのバランス感覚と申しましょうか、

現場の多忙性と申しましょうか、そのあたりはちょっと気になりま

すので、そういう質問をさせていただきました。よろしくお願いい

たします。 

平山課長  説明が足らずに申しわけございませんでした。 

 東部中につきましては、もう皆さん御存じのとおり、県の指定を

受けまして、昨年度まで、さまざまな授業の場面で、タブレット等、

あるいは電子黒板等を使っている状況を全島の先生方に公開をし、

２年間、中学校であれば、こういう使い方ができるという実践を紹

介し、先生方に深めていただいたところです。 

 今回、指定が終わりまして、対馬市としては、小学校の複式学級

が半数に上っておりますので、こういった学校でも、ＩＣＴを使う

と、その授業効果を一層高めることができるのではないかというこ

とを、対馬市として、まずそこを深めてみないと、今後、全ての学

校に、タブレットや電子黒板を入れていくことになるわけですけれ

ども、効果の見込みがないのに、入れていくということはできませ

んので、これまで複式を抱える学校で、この使用について効果があ

るという実績を上げておりませんので、その研究を進める意味で、

小学校の限定をし、なおかつ複式がある学校で希望を募らせていた

だいて、この学校２校になったということで了解ください。 

 東部中学校は、この２校の研究指定にかかわって、研究協力校と

いう指定をまた改めてさせていただいていますので、昨年までの実

績をこの２つの小学校に伝えていただく、生かしていただく、指導

をしていただく。こういうタブレットの使い方がありますとか、こ

ういう電子黒板、こういう場面に使うと効果的だという、実績を上

げたことについての指導を、東部中からこの２つの小学校に、今後

いただくというお願いをしております。 

 それから２点目に、コミュニケーションについての御心配をいた

だきました。 

 これは、全ての島内の学校が、子どもたちは島暮らしといいます



- 13 - 
 

か、少ない人数の中で暮らしているということで、やはりコミュニ

ケーション能力については高める必要があると、全ての校長が、学

校経営課題として上げているというのが実態ですし、全ての学校で、

さまざまな発表場面の設定であるとか、そこに至るまでの言語活動

の充実でありますとか、学校ならではの取り組みがなされておりま

す。 

 このパソコンを使うことで、コミュニケーションをとる場面が一

層ふえる。あるいは、このパソコン等を使うことで、より発表内容

が充実したりという方向に、このＩＣＴが使われることを、こちら

としては期待をしておりまして、機器の活用により、子ども同士の

会話が、あるいはコミュニケーションが減るという方向は考えてお

りません。そうならないように気をつけていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

一宮委員  ありがとうございました。 

 関連で、私は、東部中学校のＩＣＴの研究発表等に参加させてい

ただいたときに、ここでタブレットが必要なのかなと、自分で手を

挙げて発言をする力というものの育成が必要だと、わざわざ人数が

少ないのにタブレットを使用するという、その現状をずっと見てき

て、果たして、この対馬のこの状況に合うのかなって、疑問をずっ

と今でも持っております。 

 東部中学校は、研究協力校として、その今里小と豆酘小にしてい

ただくのは、非常にいいことかなと思いますので、それはすばらし

いと思うんですが。 

 東部中学校は、せっかく２年間していただいて、２年間で終わる

んじゃなく、その学校が、教員も変わり、いろんな内容も変わる。

対馬の学校にも、このＩＣＴ推進、タブレットなり云々は、電子黒

板も必要ですよという自校の研究を持続してほしいと思います。 

 協力校というのは、ＩＣＴ支援をどなたかやれば、そこもできま

すので、何かそのあたりの対馬ならではの実績をきちんとつくって

いくということが必要だと思います。果たして、このＩＣＴにしま

しても、コミュニティ・スクールにしましても、非常にそのあたり、

対馬市内の考えをしっかり持っておかないと、時代の流れに沿ってや

らないといけないからやるではなく、本当に今でも統合がふえているこ

の現状の中で、対馬の子どもも、どういうふうに生きる力をつけるのか

という部分では、表面的なＩＣＴと、どうも合点がいかないので、ちょ
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っと発言をさせていただきました。 
 以上です。 

永留教育長  貴重な意見ですけれども、意見として聞かせていただきます。 

一宮委員  はい、結構でございます。 

永留教育長  あとは、また、学校教育のほうで、それを生かしていければと思

います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 じゃあ、ないようでしたら、この学校情報化推進計画を外に出し

ていいか、議員さん方にこれを配っていいかお諮りをしたいと思い

ます。外に出すことに対して御異議ありませんでしょうか。 

  「なし」の声 

永留教育長 「なし」ということで、今後は外部にも、この推進計画を出すこ

とがあるということで進めたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

須川部長  すみません、私のほうからもう一点、お知らせになるんですけれ

ども、市役所の総務部総務課のほうから連絡が来まして、社会貢献

事業としてＮＴＴ西日本のほうから、避難所に公衆電話を設置して

はどうかということで、案内が市のほうにあっているそうです。 

 その公衆電話ですけども、災害発生時に避難所に臨時に設置する

公衆電話で、避難所に避難している方や被災者の安否確認、通信の

確保を目的に使っていただきたいということです。 

 災害時にこの電話は、一般電話に比べてつながりやすいというこ

ともあるし、避難所が開設されたときには、無料で利用できるとい

うことです。 

 今後、関係機関と設置に向けて協議をしていきたいということで

伺っております。 

 設置方法については、施設内にモジュラージャックを整備して、

災害発生時に通話を可能とするということです。 

 費用については、配線工事はＮＴＴさんのほうで負担しますよと

いうことです。 

 その設置する場所ですけども、市内の避難箇所の中で、庁舎であ

ったり公民館であったり、学校教育関係は、学校の体育館に設置さ

せていただきたいということで、予定であがっております。 

 スケジュールといたしましては、リストの関係で、市が上げてい

る希望箇所が、公民館や学校体育館などで５８ヶ所上げているそう
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です。 

 ７月に設置場所の選定をするそうなんですけども、大規模な工事

の費用がかかる場合には、ちょっと精査をして、４０ヶ所程度にす

るかもしれないということです。 

 それと、特に学校の体育館が絡みますので、ここについては、夏

休み期間中、７月から８月にかけて、一応、現場調査をさせていた

だきたいということです。 

協定の締結を９月ごろに結びまして、１２月ごろまでには配線工

事を済ませたいということです。 

 この公衆電話ですけれども、非常時専用電話なので、平常時は利

用できませんということで、発信専用で、停電時でも使用はできる

というものです。 

 あと、その問題になってくるのが、この電話機をどうするのかと

いうことになりますが、市のほうで、例えば５８カ所分の電話機を

買うと予算が結構かかりますので、そこら辺が今後どうするのかを、

ただ今検討中です。 

 学校では、校舎に設置されている電話を、災害時にそれを持って

行って、モジュラーに接続して使用する方法もあるのかなというこ

とで考えております。 

 また詳細なことが決まりましたら、お知らせをさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 

佐伯委員  避難所等については、もちろん市役所職員の皆様も、実際に、避

難現場に行かれて経験がおありかと思うんですが、社会福祉協議会

等は、そういったところのノウハウは、かなりたくさん持っている

はずなので、もしよろしければ、どのような注意点があるかという

ようなことだけでも、情報交換をしておかれたらよいと思います。 

 後々、実際に使うときになって、ここはこうだったなというよう

な失敗が少なくなると思いますので、情報提供をさせていただきま

した。 

永留教育長  ありがとうございました。 

 ほかに事務局から何かありませんか。 

平山課長  前回の教育委員会会議の折に、２点質問事項がありました。 

 一点は、教職員のストレスチェックの項目です。２点目は、学校

支援会議のお尋ねをいただいていますので、報告をさせていただき

たいと思います。 
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 まず、教職員のストレスチェックですけれども、これは、従業員

５０人以上の事業所においては義務づけられておりますけれども、

５０人未満の事業所は努力義務となっておりますので、島内の学校

においては、この努力義務の範疇でやっています。したがって、や

っている学校とやっていない学校があるというのが現状です。 

 実施をしているという学校が３校ございました。そのやってみて

の効果として報告が上がっているのは、まず管理職として教職員の

心身の状況の把握ができるということ。それから、このチェックを

している段階で、職員自身が、自分自身の心身の状況を知ることが

できるということ。それから、職員同士の理解へつながっていると

いうこと。また、ストレスの解消方法等についても知ることができ

るという効果の報告をいただいています。 

 今後、そのやり方等を確認しまして、学校等に広めていけたらと

思っています。 

 それから、２点目に、学校支援会議の状況についてですけれども、

全ての学校で、学校支援会議は発足をしております。人数ですけれ

ども、最大の人数の学校は２８人というところがありました。２８

を筆頭に、支援会議の構成員が２０人以上いる学校が、全部で９校

ありましたので、３２分の９校ということで、３分の１ぐらいは、

多くの方を招いて、この支援会議を実施し、学校の経営方針の説明

をし、地域の方々から、学校の運営についての助言等をいただいて

いるということであります。 

 この構成員の役職等で一番多かったのは、まず学校評議員さん、

それからＰＴＡ役員さん、民生委員さんなどでございました。育成

会役員も結構多かったと思います。 

 会議の回数としては、年間２回というところが半数以上でござい

ました。３回というところも、やや多かったように思います。 

 それから、小中、もう距離的に非常に近い、保護者の多くが重な

っている学校においては、合同でしているところもありました。全

部で１１校が合同でしているという報告を受けています。 

 恐らく一番学校数で多いところが、佐須っこ支援会議、佐須中学校

をメインとし、阿連がなりましたけど３校、阿連まで入れたら３校、計

４校で、支援会議を行っていたというのが最大で、今もこれが継続をさ

れています。 
 こういった委員さんたちの地域の声を聞きながら、学校経営が行われ

ているということを報告しておきます。 
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 以上でございます。 

永留教育長  ほかに事務局から何か。 

犬束課長補佐  すみません。ちょっと私のほうから２点ほどお話をさせていただ

きます。 

 まず１点目ですけども、かねてからお話をしておりました会議録

の公表につきまして、５月１３日の第６回会議、それと、前回の６

月１日の第７回会議分、この分から会議録の公表をホームページの

ほうで既に始めております。 

 入り方としましては、対馬市のホームページに入っていただきま

して、行政情報というのがありますので、その中に教育という項目

がございます。そこを開いていただければ、会議録が載っておりま

すので、御連絡をしておきます。 

 それともう一点、机の上に配っておりましたけれども、御存じの

とおり、長崎県市町村教育委員研究大会及び新任教育委員の研修会

が、来年度、１１月、対馬市のほうで開催予定となっております。 

 それで、日程としましては２日間ということで、前日に新任教育

委員の研修会、２日目に教育委員研究大会ということで開催されま

す。 

 まだ、案の案でございまして、これは決定でございませんが、場

所としては、交流センターが適当かなと考えております。 

 肝心の日程につきましては、早目に決めて、宿の手配等が必要か

なと思われますので、まずは御相談という形で、カレンダーをつけ

ておりますけども、例年の状況を見ますと、木・金の２日間で開催

されているパターンが多いようです。 

 そうなりますと、２・３日は３日が祝日で、２３・２４日は２３

日が祝日ということになりますので、９・１０日か、１６・１７日

かどちらかで決めたいなと思っております。 

 御相談としまして、この時期は都合が悪いというような時期は、

今の段階で言うのも非常にあれなんですけども、ございましたら、

ちょっとお聞きしておきたいなという思いがあったものですから。 

今のところは、もうこのどちらかで事務局一任ということで決めさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 では、９・１０日、もしくは１６・１７日ということで、事務局

内でも相談をしながら決定をさせていただきまして、早目に、こう

決まりましたということで連絡をさせていただきますので、よろし
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くお願いいたします。 

 以上です。 

永留教育長  はい。それでは、これが決まったら、それに合わせて予定を立て

ていただくということで進めたいと思います。 

じゃあ、委員さん方のほうから何か。 

吉野委員  議会とか、前回も少しは聞いたんですが、峰競技場のトラック整

備状況について、詳しく私たち聞いていないような気がするんです

けども、できましたらよろしくお願いします。 

平江課長  申しわけございません。 

 峰陸上競技場につきましては、６月の補正予算で、やっと議会の

承認を得たところでございます。 

 改修工事につきましては、予算額○○円、うちスポーツ振興宝く

じ、ｔｏｔｏ宝くじの助成費でございますが、これが○○万円いた

だくことになりました。残りの○○万円が過疎債で、一般財源が○

○円の内訳によって、事業を実施いたします。 

 これにつきましては、３００メートルトラックが８レーン、それ

に走り幅跳び、トラックの中にあります棒高跳び、走り高跳びのピ

ットを全天候型、ゴムチップのウレタン系の複合断熱舗装に改良い

たします。 

 そのほかのトラック内とフィールドにつきましては、トラックの

外周でございますが、天然芝・高麗芝を張ります。これは、高麗芝

が非常に見た目がきれいで繁殖率が強いということと、管理がしや

すいということ。人工芝が一番いいわけですが、非常に金額が高い

ということで、天然芝にいたしました。 

 また、それ以外の工事といたしましては、陸上競技場外周、西部

中学校の境界、国道側も含めまして４２０メートルありますけれど

も、１.８メートルの高さの４２０メートルのフェンスの改修を行い

ます。 

 そのトラックの下の部分ですが、非常に水が下から湧き上って、

なかなか雨天時には使用がしにくいということの難点がありました

ので、トラックの下の中央に排水路を設けまして、そしてウレタン

ゴムチップにつきましては、表面は水を通さない。下のウレタンチ

ップについては浸透性で、横に抜けやすいようなやり方で、結局、

冬場に凍っても、水が横に抜けて膨れ上がらないようなやり方で、

その方法で、その採用ということで、複合断性の舗装になります。 

 この関係で、このトラックにつきましては、非常に柔軟性がある
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ということで、新記録自体は出にくいですけれども、この小中学校

の使用が多いということで、けがの心配が少ないという特性がござ

います。 

 また、表面が非透水性ということで、水で流せるということにな

りますので、清掃面で非常にすぐれていると。 

 それから、工事費自体の単価が、ポリウレタンに対しましては、

比較的安くで済むということでございます。長崎とか諫早の陸上競

技場はポリウレタンですけれども、やっぱり若干単価が高いという

ことで、こちらのほうに決めさせていただきました。 

 それから、維持経費につきまして、耐用年数につきましては、業

者さんにもよって違うんですけれども、１０年から２０年と言われ

ております。これにつきましても、やはり例えば使用頻度にもより

ますし、また、冬場のその水分の状況、塩害、このようなもので耐

用年数というのが非常に異なってきますので、大体が、１５年前後

は、このままで使えるだろうと言われております。 

 芝の管理につきましても、大体、４月から９月までの管理で、大

体６０万から７０万の管理でできるだろうと言われております。そ

れにつきましては、新たにその天然芝ですので、トラクターの購入

が必要ですし、また、随時、芝に関しましては、草刈り、肥料、除

草剤、このような経費が出てまいりますけれども、年間１００万あ

れば、管理ができるだろうと思います。 

 それで、もう一つは、トラック８レーン、ラインが引かれている

わけですけれども、このラインにつきましても、本来、設置するラ

インを正式にやりますと、５００万程度かかります。これが、大体

５年に一度のレーンマーキングが必要ということになってくるんで

すけれども、このレーンマーキングにつきましても、天草のほうの

３００メートルトラックの実情を聞きますと、地元の塗装屋さんの

ほうで塗装して構わないと。４級の公認が受けられるということで

ございますので、比較的安価で済むだろうと思っております。 

 概略は、以上のような８レーンの全天候型のトラックいうことに

なります。 

一宮委員  すみません、関連で。もう決定ということで、補正予算もついた

ということで、これに発言しても何にもならないと思うんですけど、

全天候で、しかも日本公認ということで、３００トラックと４００

トラックの論議というのはなかったんですかね。 

平江課長  はい、実行委員からございました。当然、やるなら４００、私た
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ちもそう思います。しかしながら、４００であるためには、今のグ

ラウンドを使うためには、野球場を撤去しないといけない。もう一

つは、二、三年前にできたトイレも撤去しなきゃいけない。 

 そちらをしない場合には、西部中学校をどっかに移さないと、４

００メートルはとれない。 

一宮委員  学校の校舎まで入るんですね、敷地に。 

平江課長  グラウンドです。 

一宮委員  グラウンドですね。 

平江課長  ですから、そちらのほうでやらないと、その４００メートルはと

れない。それと、まず第１に、恐らく４００になりますと、１０億

ぐらいかかります。 

 企業を誘致したり、スポーツ合宿、企業を呼び込んで、陸上のそ

の合宿等を得るためには、当然、４００のほうがいいんですけれど

も、そのような話も当然あったわけですが、設置委員会のところで

話をした場合には、やはりどうしても、４００をやろうということ

になると、学校の移転とか、野球場の撤去とかいうことを考え、ま

た費用を考えたときに、委員会のほうで、やっぱりいろんなことを

考えると、もう３００で我慢するしかないんじゃなかろうかという

が結論です。 
永留教育長  いろいろ難しい問題の中で、今の現状でベストな形で結論が出ている

と思いますので、御理解いただきたいと思います。 
別件で、委員さん方のほうから何かありませんか。 

前野委員  教育長諸報告の中で、こども園の件が出たんですけど、ちょっと内容

を少しお聞きしたいのと、もう近くなってきているんですけど、差し当

たっての問題点があればお聞かせ願いたいのですが。 
松本次長  こども未来課との話の中で、基本的には、今回のこども園につきまし

ては、幼稚園型のこども園に移行し、幼稚園主体のこども園になります

ので、ほとんどの事務が教育委員会になります。 
 しかし、保育士がいますので、保育士さんについては、こども未来課

所属の保育士として、人事権については向こうが持つ形になります。 
 あと一つは、保育所保育料の徴収があるんですけど、そこまでちょっ

と最終的に結論は出ていないんですけど、基本的に児童福祉法に基づく

保育料については、福祉事務所が徴収することとなっていますので、そ

この分を少し確認しとかないかんと思っておりますが、ほとんどの事務

については教育委員会のほうでやっていくことになります。 
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次に、問題点というと、第二園庭をつくっておりますが、こども園に

ついて駐車場が足りないという話がされております。 
 あと、施設的に、子ども目線で見た時にいくつか足りないものがあり

ましたので、それを少しずつあつかっている状態です。９月にはまず、

幼稚園が入りますので、子どもの安全性を考えながらつくっていきたい

と思います。 
 以上です。 

前野委員  園長先生は、幼稚園の先生ですけど、勤務の時間が気になるのですが。 

松本次長  園長先生の勤務時間が、基本的に５時間４５分という時間になるんで

すね。その分について、昨年度から総務部と協議をやった中では、時間

数を８時間にして給料を上げるとか、管理職レベルの方を事務職として

置いてもらえないだろうかという話をしている途中です。まだ、そこも

はっきりはしていませんけど、何とか手だてを打たなければいかんとい

うことは、お互い認識はしておりますので、また協議したいなと思いま

す。 
永留教育長  ほかに委員さんから何かありませんか。 

  「なし」の声 

永留教育長 では、本日の会議は、これで終了いたしますが、次回の会議日程の件

で事務局からお願いします。 
犬束課長補佐  失礼します。次回の会議につきまして、年間スケジュールでは７月２

９日の金曜日の予定としておりましたが、総務課と生涯学習課の事業が

入っておりまして、申し訳ありませんが、翌週の８月５日、金曜日の午

後からこの会場で開催したいと考えております。皆様のご都合をお聞か

せください。 
永留教育長  事務局から、次回の会議日程の提案がありましたが、皆様のご都合は

よろしいですか。 
  「承諾」の声 

永留教育長  それでは、次回の会議を８月５日、金曜日に開催いたします。開始時

間、場所等については、後日事務局から通知いたします。 
 これで、本日の日程は、全部終了しましたので会議を閉じます。 
 以上をもちまして、平成２８年第８回教育委員会会議を閉会します。 
 お疲れ様でした。  
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